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社会福祉法人あつみ福祉会 

役員の報酬に関する規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、本会の役員に対する報酬に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（役員の報酬） 

第２条 役員に対して報酬を支給する。ただし、常勤の職員を兼ねる役員については、この限り 

でない。 

（報酬の基準及び額） 

第３条 役員に対する報酬は、理事長に対しては月額、理事長以外の役員に対しては年額とし、

別表の基準による定額とする。 

（委任） 

第４条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が定める。 

 

別表 

役員名 基  準 報 酬 額 

理事長 令和７年４月１日現在の職員の給与に関する規程第５条

別表１中、５級１号級の額を月の標準所定労働時間（１６

８時間）で除して得た額に月の業務相当時間（２時間✕３

０日）を乗じて得た額（１０，０００円未満切り上げ）。 

月額１００，０００円 

理 事 令和７年４月１日現在の職員の給与に関する規程第５条

別表１中、５級１号級の額を月の標準所定労働時間（１６

８時間）で除して得た額に年の業務相当時間（２時間✕１

２月）を乗じて得た額（１０，０００円未満切り上げ）。 

年額４０，０００円 

監 事 令和７年４月１日現在の職員の給与に関する規程第５条

別表１中、５級１号級の額を月の標準所定労働時間（１６

８時間）で除して得た額に年の業務相当時間（２．５時間

✕１２月）を乗じて得た額（１０，０００円未満切り上げ）。 

年額５０，０００円 

 

   附 則 

１ この規程は、平成１３年３月２２日から施行する。 

２ 役員の報酬に関する規程は廃止する。 

      附 則 

 この規程は、平成１６年４月１日から施行する。 

      附 則 

  この規程は、平成１６年５月２６日から施行し、平成１６年４月１日から適用する。 

      附 則 

  この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 
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附 則 

  この規程は、平成１９年４月１日から施行する。 

      附 則 

  この規程は、平成２３年４月１日から施行する。 

      附 則 

  この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 

  この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規程は、平成２９年６月１５日から施行し、平成２９年４月１日から適用する。 

   附 則 

この規程は、令和６年度会計のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の日から施行する。 


